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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）少なくとも２つのイソシアネート官能基を含む少なくとも１種のポリイソシアネー
トを香料に溶かして溶液を形成させるステップと、
　ｂ）ステップａ）で得られた前記溶液に、乳化剤またはコロイド安定剤の水溶液を加え
るステップと、
　ｃ）ステップｂ）で得られた前記混合物に、前記ポリイソシアネートと一緒になってポ
リ尿素壁を形成する３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールを加えて、マイクロカ
プセルスラリーを形成させるステップと
を含む、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法であって、
　アミノ酸を少しも加えることなくその方法を実施することを条件とし、
　前記少なくとも１種のポリイソシアネートが、少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネ
ートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシアネートとの混合物の形であり、その両方とも
少なくとも２つのイソシアネート官能基を含み、
　前記脂肪族ポリイソシアネートが、ヘキサメチレンジイソシアネートの三量体、イソホ
ロンジイソシアネートの三量体およびヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットから
なる群から選択され、かつ
　前記芳香族ポリイソシアネートが、トルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレート
、トルエンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物およびキシリレンジイソシ
アネートのトリメチロールプロパン付加物からなる群から選択される、ポリ尿素マイクロ
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カプセルの製造方法。
【請求項２】
　前記脂肪族ポリイソシアネートおよび前記芳香族ポリイソシアネートが、８０：２０～
１０：９０の各成分間モル比で使用されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記脂肪族ポリイソシアネートおよび前記芳香族ポリイソシアネートが、６０：４０～
２０：８０の各成分間モル比で使用されることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　２５～６０％の量の香料が使用され、こうした百分率が前記得られたマイクロカプセル
スラリーの全質量に対する質量で定義されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ポリイソシアネートが少なくとも３つのイソシアネート官能基を含むことを特徴と
する、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　脂肪族ポリイソシアネートと芳香族ポリイソシアネートとの前記混合物が、ヘキサメチ
レンジイソシアネートのビウレットとキシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロ
パン付加物との混合物であることを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項７】
　前記ポリイソシアネートを、ステップａ）で得られた前記溶液の全質量に対して２～２
０質量％の量だけ使用することを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項８】
　前記コロイド安定剤が、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体、ポリエチレンオキ
シド、ポリエチレンオキシドとポリエチレンまたはポリプロピレンオキシドとのコポリマ
ー、アクリルアミドとアクリル酸とのコポリマー、カチオン性ポリマーおよびそれらの混
合物からなる群から選択されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項９】
　ポリ尿素マイクロカプセルであって、
　－　少なくとも２つのイソシアネート官能基を含む少なくとも１種のポリイソシアネー
トと３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールとの重合による反応生成物を含む、ポ
リ尿素壁と、
　－　コロイド安定剤または乳化剤と、
　－　カプセル化香料と
を含み、そのようなカプセルがどんなアミノ酸も含まないことを条件とし、
　前記少なくとも１種のポリイソシアネートが、少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネ
ートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシアネートとの混合物の形であり、その両方とも
少なくとも２つのイソシアネート官能基を含み、
　前記脂肪族ポリイソシアネートが、ヘキサメチレンジイソシアネートの三量体、イソホ
ロンジイソシアネートの三量体およびヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットから
なる群から選択され、かつ
　前記芳香族ポリイソシアネートが、トルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレート
、トルエンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物およびキシリレンジイソシ
アネートのトリメチロールプロパン付加物からなる群から選択される、前記ポリ尿素マイ
クロカプセル。
【請求項１０】
　請求項９に記載のマイクロカプセルを含む、消費者製品。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 6012724 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　技術分野
　本発明は、ポリ尿素壁を有するマイクロカプセルを製造するための方法、ならびにマイ
クロカプセルそのものとそうしたマイクロカプセルを含む消費者製品に関する。
【０００２】
　本発明の方法では、ポリイソシアネートと一緒になって壁を形成する特定のポリアミン
として３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールを使用する。
【０００３】
　発明の概要および発明が解決しようとする課題
　香料工業が直面している問題の１つは、その揮発性ゆえに発香性化合物によってもたら
される嗅覚面の長所が比較的急速に失われてしまうこと（特に「トップノート」が比較的
急速に失われてしまうこと）にある。この問題は一般に、送達系（例えば、香料を含んで
いるカプセル）を用いて対処し、香りを制御放出させる。
【０００４】
　ポリイソシアネートとポリアミンとの重合によって形成されるポリ尿素カプセルは、香
料製造技術を含む非常に様々な技術分野で使用されるよく知られたカプセルである。グア
ニジンおよびグアニジン塩は、ポリアミンとしてそのようなカプセルに一般に用いられる
。
【０００５】
　例えば、米国特許第５，６３５，２１１号明細書、米国特許公開第２００６／０２１６
５０９号明細書、国際公開第２００７／００４１６６号パンフレットおよび国際公開第２
００９／１５３６９５号パンフレットはすべて、グアニジンまたは水溶性グアニジン塩と
ポリイソシアネートとの反応生成物から作られた壁を有するか、またはそのような反応生
成物を含んでいるマイクロカプセルを記載している。
【０００６】
　他のポリアミンもポリ尿素マイクロカプセルに使用される。例えば、米国特許第５，２
２５，１１８号明細書は、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリ
アミン、トリエチレンテトラミンおよびテトラエチレンペンタアミンの使用を開示してい
る。
【０００７】
　しかし、先行技術のカプセルの芳香性能は、なおも改善を必要としている。実際、芳香
製品を用いる消費者が感じる快感効果、ひいては、そのような製品の品質に対する感じ方
は、カプセルの芳香性能に左右される。したがって、ホームケア製品とボディケア製品の
両方を含む種々の製品において、優れた芳香性能を有するカプセルを提供するのが望まし
い。
【０００８】
　本発明は、洗浄剤、ヘアケア製品およびボディーローションなどの製品において改善さ
れた芳香性能を有する、新規のポリ尿素マイクロカプセルを提供することにより、この問
題を有利に解決する。さらに、本発明のカプセルは、消費者製品の基剤中で十分安定して
おり、一部の製品（例えば、ヘアコンディショナーなどのヘアケア製品）においては先行
技術のグアニジン製カプセルよりもさらにいっそう安定している。我々の知る限り、この
問題に対する本溶液は、どの先行技術文献にも記載されておらず、示唆さえされていない
。
【０００９】
　課題を解決するための手段
　本発明は、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法に関する。本発明は、カプセルそのも
の、ならびに芳香組成物とそれを含んでいる芳香物品に関する。
【００１０】
　発明を実施するための形態
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　本発明の１つの対象は、
　ａ）少なくとも２つのイソシアネート官能基を含む少なくとも１種のポリイソシアネー
トを香料に溶かして溶液を形成させるステップと、
　ｂ）ステップａ）で得られた混合物に、乳化剤またはコロイド安定剤の水溶液を加える
ステップと、
　ｃ）マイクロカプセルスラリーを形成させるために、ステップｂ）で得られた混合物に
、ポリイソシアネートと一緒になってポリ尿素壁を形成する３，５－ジアミノ－１，２，
４－トリアゾールを加えるステップと
を含む、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法であって、アミノ酸を少しも加えることな
くその方法を実施することを条件とする、ポリ尿素マイクロカプセルの製造方法である。
【００１１】
　ステップａ）でポリイソシアネートが溶かされる香料は、単独の芳香成分であるか、ま
たは成分の混合物（芳香組成物の形態）であってよい。どんな芳香成分でも芳香組成物で
も使用できる。そのような芳香成分の具体例は、最新の文献、例えば、Ｐｅｒｆｕｍｅ　
ａｎｄ　Ｆｌａｖｏｕｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，　１９６９（およびもっと最近の版），
ｂｙ　Ｓ．Ａｒｃｔａｎｄｅｒ，Ｍｏｎｔｃｌａｉｒ　Ｎ．Ｊ．（ＵＳＡ）、ならびに香
料業界に関連したおびただしい特許および他の文献中に見いだされうる。それらは、芳香
消費者製品の技術分野（すなわち、心地よい香りを消費者製品に付与する技術分野）の当
業者によく知られている。
【００１２】
　芳香成分は、香料業界で現在使用されている溶剤に溶かすことができる。溶剤はアルコ
ールでないものが好ましい。そのような溶剤の例には、フタル酸ジエチル、ミリスチン酸
イソプロピル、Ａｂａｌｙｎ（登録商標）（Ｅａｓｔｍａｎから入手できるロジン樹脂）
、安息香酸ベンジル、クエン酸エチル、リモネンまたは他のテルペン類、あるいはイソパ
ラフィンがある。好ましくは、溶剤は、疎水性が強くかつ立体障害が大きい、例えば、Ａ
ｂａｌｙｎ（登録商標）のようなものである。好ましくは、香料は３０％未満の溶剤を含
む。より好ましくは、香料は、２０％未満の、さらにより好ましくは１０％の溶剤を含み
、こうした百分率はすべて、香料の全質量に対する質量で定義される。もっとも好ましく
は、香料は、基本的に溶剤を含まない。
【００１３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、本発明の方法に使用される香料は、それ自体の質
量の１０％未満の第一アルコール、それ自体の質量の１５％未満の第二アルコールおよび
それ自体の質量の２０％未満の第三アルコールを含む。好ましくは、本発明の方法に使用
される香料は、どんな第一アルコールも含まず、１５％未満の第二および第三アルコール
を含む。
【００１４】
　本発明の別の好ましい実施形態によれば、本発明の方法には２５～６０％の量の香料が
使用され、こうした百分率は、得られるマイクロカプセルスラリーの全質量に対する質量
で定義される。
【００１５】
　本発明の方法に使用されるポリイソシアネートは、少なくとも２つのイソシアネート基
を含む。好ましくは、それらは少なくとも３つのイソシアネート基を含む。官能基のこう
した数ゆえに、カプセルの壁に最適な網目または網状組織が実現され、香りを長期にわた
ってゆっくり放ち、消費者製品において優れた安定性を示すマイクロカプセルが提供され
る。
【００１６】
　低揮発性ポリイソシアネートは、低毒性であり、好ましい。
【００１７】
　ポリイソシアネートは、脂肪族のものでも、芳香族のものでも、あるいは芳香族と脂肪
族の両方の混合物であってもよい。ポリイソシアネートの混合物の場合、混合物の構成成
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分はそれぞれ、少なくとも２つのイソシアネート官能基を有する。好ましくは、少なくと
も１種のポリイソシアネートは、少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくと
も１種の芳香族ポリイソシアネートとの混合物の形であり、その両方とも少なくとも２つ
のイソシアネート官能基を含む。
【００１８】
　本発明の実施形態のいずれかにしたがった脂肪族ポリイソシアネートと芳香族ポリイソ
シアネートとの混合物を、３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールと組み合わせて
使用すると、カプセルの芳香性能および安定性が最適化される。
【００１９】
　「芳香族ポリイソシアネート」という用語は、本明細書では、芳香族部分を含む任意の
ポリイソシアネートを包含する。好ましくは、フェニル部分、トルイル部分、キシリル部
分、ナフチル部分またはジフェニル部分を含み、より好ましくはトルイルまたはキシリル
部分を含む。好ましい芳香族ポリイソシアネートは、ビウレットおよびポリイソシアヌレ
ートであり、より好ましくは上に挙げた特定の芳香族部分の一つを含む。より好ましくは
、芳香族ポリイソシアネートは、トルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレート（Ｄ
ｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）ＲＣという商品名でＢａｙｅｒから市販されている）、トル
エンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物（Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）
Ｌ７５という商品名でＢａｙｅｒから市販されている）、キシリレンジイソシアネートの
トリメチロールプロパン付加物（Ｔａｋｅｎａｔｅ（登録商標）Ｄ－１１０Ｎという商品
名でＭｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから市販されている）である。こうした好ましい
芳香族ポリイソシアネートの化学構造を図１に示す。もっとも好ましい実施形態では、芳
香族ポリイソシアネートはキシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物
である。
【００２０】
　「脂肪族ポリイソシアネート」という用語は、どんな芳香族部分も含まないポリイソシ
アネートと定義される。好ましい脂肪族ポリイソシアネートは、ヘキサメチレンジイソシ
アネートの三量体、イソホロンジイソシアネートの三量体、ヘキサメチレンジイソシアネ
ートのトリメチロールプロパン付加物（Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓから入手可能
）またはヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット（Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）
Ｎ１００という商品名でＢａｙｅｒから市販されている）であり、これらの中でヘキサメ
チレンジイソシアネートのビウレットがさらにより好ましい。この好ましい脂肪族ポリイ
ソシアネートの化学構造を図１に示す。
【００２１】
　少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートと少なくとも１種の芳香族ポリイソシアネ
ートとの特定の好ましい混合物の例は、ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットと
キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物との混合物、ヘキサメチレ
ンジイソシアネートのビウレットとトルエンジイソシアネートのポリイソシアヌレートと
の混合物、ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレットとトルエンジイソシアネートの
トリメチロールプロパン付加物との混合物である。もっとも好ましいのは、ヘキサメチレ
ンジイソシアネートのビウレットとキシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパ
ン付加物との混合物である。
【００２２】
　好ましい実施形態では、少なくとも１種の脂肪族ポリイソシアネートおよび少なくとも
１種の芳香族ポリイソシアネートを、８０：２０～１０：９０、好ましくは７５：２５～
２０：８０、より好ましくは６０：４０～２０：８０、さらにより好ましくは６０：４０
～３０：７０、もっとも好ましくは４５：５５～３０：７０の各成分間モル比で使用する
。
【００２３】
　好ましくは、ポリイソシアネート混合物は、ステップａ）で得られた溶液の全質量に対
して２～２０質量％の量だけ加える。
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【００２４】
　本発明の方法のステップｂ）では、乳化剤またはコロイド安定剤の水溶液をステップａ
）の混合物に加える。好ましい実施形態では、ステップａ）で得られた混合物の滴が、乳
化剤またはコロイド安定剤の水溶液全体に分散される、分散液またはエマルションが形成
される。本発明の目的においては、エマルションは、乳化剤によって油滴が安定化される
という特徴があり、分散液では、滴はコロイド安定剤によって安定化される。分散液また
はエマルションは、高剪断混合によって製造でき、所望の液滴直径に調整することができ
る。液滴直径は、光散乱測定または顕微鏡法で確認できる。好ましくは、コロイド安定剤
の水溶液を使用し、分散液が形成される。
【００２５】
　コロイド安定剤の例には、ポリビニルアルコール、セルロース誘導体（ヒドロキシエチ
ルセルロースなど）、ポリエチレンオキシド、ポリエチレンオキシドとポリエチレン（ま
たはポリプロピレンオキシド）とのコポリマー、アクリルアミドとアクリル酸とのコポリ
マーあるいはカチオン性コポリマー（例えば、ビニルピロリドンと四級化ビニルイミダゾ
ールとのカチオン性コポリマーなどで、Ｌｕｖｉｑｕａｔ（登録商標）という商品名（Ｂ
ＡＳＦから市販されている）で販売されているものなど）がある。好ましくは、コロイド
安定剤は、ポリビニルアルコールまたはカチオン性ポリマー（ビニルピロリドンと四級化
ビニルイミダゾールとのコポリマー）、またはそれらの混合物である。
【００２６】
　乳化剤の例には、陰イオン界面活性剤（ドデシル硫酸ナトリウムまたはＳｔｅｐａｎｔ
ｅｘ（登録商標）（Ｓｔｅｐａｎから市販されている）など）、非イオン界面活性剤（ポ
リエチレンオキシドとポリエチレンまたはポリプロピレンオキシドとのジブロックコポリ
マーなど）がある。
【００２７】
　本発明の方法のステップｃ）では、３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールを加
える。マイクロカプセルのポリ尿素壁は、ステップａ）で溶かされたポリイソシアネート
とステップｃ）で加えられた３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールとの界面重合
によって生じるものである。
【００２８】
　本発明の目的においては、３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールは、単独で使
用しても、あるいはグリセリンと混合してもよい。
【００２９】
　使用する３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールの量は、普通、ステップａ）で
香料に溶かされたイソシアネート基１モルにつき、ステップｃ）で０．５～３モルのアミ
ン基が加えられるように調整される。好ましくは、ステップａ）で香料に溶かされたイソ
シアネート基１モルにつき、１～３モル、より好ましくは１～２モルのアミン基をステッ
プｃ）で加える。
【００３０】
　ポリイソシアネートと３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールとの重合を引き起
こすために、特定の処置は必要ない。反応は、３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾ
ールを添加するとすぐに開始する。好ましくは、反応は、２～１５時間、より好ましくは
２～１０時間維持される。
【００３１】
　製品の基剤中で望ましい安定性を示しつつ（例えば、消費者製品の界面活性剤による香
料の抽出を効果的に打ち消しつつ）、カプセルが（例えば）布または毛髪に付いたなら、
香りが満足のゆく仕方で放たれるようにする目的で放出と残留とのバランスがうまく保た
れるようなマイクロカプセルを得る場合、尿素壁の特定の組成が重要である。
【００３２】
　本発明の方法の任意選択のステップでは、マイクロカプセルをスラリーから分離するこ
とができる。別の任意選択のステップでは、マイクロカプセルスラリーを、一般に知られ
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ている仕方で乾燥させて、ポリ尿素マイクロカプセル粉末を形成させることができる。当
業者に知られている任意の乾燥方法を使用でき、特に、スラリーを噴霧乾燥させてマイク
ロカプセル粉末を得ることができる。
【００３３】
　上述のいずれかの実施形態の方法で得られたマイクロカプセルも、本発明の対象である
。それゆえに、本発明は、
－　少なくとも２つのイソシアネート官能基を含む少なくとも１種のポリイソシアネート
と３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールとの重合の反応生成物を含む、ポリ尿素
壁と、
－　コロイド安定剤または乳化剤と、
－　カプセル化香料と
を含むマイクロカプセルであって、そのようなカプセルがどんなアミノ酸も含まないこと
を条件とする、マイクロカプセルを提供する。
【００３４】
　好ましい実施形態によれば、ポリ尿素壁は、少なくとも１種のポリイソシアネートと３
，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールとの重合による反応生成物である。
【００３５】
　得られるマイクロカプセルは、平均直径（ｄ（ｖ，０．５））が１～５０μｍ、好まし
くは５～３５μｍ、より好ましくは５～２０μｍである。ここで、「平均直径」は算術平
均を表す。本発明者らは、このサイズのマイクロカプセルの場合、標的とした表面（例え
ば、布、毛髪または皮膚）へのマイクロカプセルの沈着及び／または付着が最適になるこ
とを見いだした。
【００３６】
　ポリイソシアネート、香料およびコロイド安定剤または乳化剤、ならびにカプセルの各
成分それぞれの量は、マイクロカプセルの製造方法に関連したいずれかの実施形態におい
て上に定義したとおりである。
【００３７】
　本発明のマイクロカプセルは、カプセル化香料の制御放出に有利に使用できる。それゆ
えに、こうしたマイクロカプセルを芳香成分として芳香消費者製品に含めることは特に高
く評価される。
【００３８】
　以下の実施例に示すように、本発明の方法で得られるポリ尿素マイクロカプセルは、特
に優れた芳香性能をもたらす。このマイクロカプセルにより、カプセル化香料は制御放出
され、前記香料はマイクロカプセルからゆっくり放出され、そのようにして香料の長期持
続性および強さがかなり改善される。
【００３９】
　本発明のカプセルは、安定しているという利点もある。マイクロカプセルは、より好ま
しくは、消費者製品（例えば、以下に示す消費者製品の１つ）に含ませて、貯蔵した場合
、カプセルから漏れる量が、初期香料充填量の６０％以下、もっとも好ましくは５０％以
下であるときに安定であると見なされる。そのような安定性が望ましくは達成される貯蔵
時間および温度は、消費者製品の種類によって異なる。好ましくは、そのような安定性結
果は、ホームケア製品（織物柔軟剤または洗浄剤など）およびボディケア製品（ボディウ
ォッシュ、デオドラントおよび制汗剤など）の場合、３８℃で４週間貯蔵した後に得られ
る。ヘアケア製品（シャンプーおよびヘアコンディショナーなど）では、貯蔵時間および
温度は、好ましくは４０℃で少なくとも２週間である。非常に強烈な基剤（ボディーロー
ションなど）では、そのような安定性が保たれる貯蔵時間および温度は、好ましくは２５
℃で少なくとも２日間である。
【００４０】
　したがって、本発明のマイクロカプセルを含む芳香消費者製品も本発明の対象である。
特に消費者製品は、ホームケアまたはパーソナルケア製品の形態であっても、高級芳香製
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品の形態であってもよい。パーソナルケア製品の例としては、シャンプー、ヘアコンディ
ショナー、石けん、ボディウォッシュ（シャワーソルトやバスソルト、ムース、オイルま
たはゲルなど）、衛生製品、化粧品、ボディーローション、デオドラントおよび制汗剤が
ある。高級芳香製品の例としては、香水、アフターシェーブローションおよびコロンがあ
る。ホームケア製品の例としては、固体または液体の洗浄剤、万能汚れ落とし、織物柔軟
剤や布用消臭剤、アイロン用の水や洗浄剤、柔軟剤およびドライヤーシートがあり、その
中でも、液体、粉末および錠剤の洗浄剤および織物柔軟剤が好ましい。洗浄剤としては、
本明細書では、例えば、布または固い表面（床、タイル、石床など）の処理を意図した、
様々な表面を洗うかまたはきれいにするための洗浄剤組成物または洗浄製品などの製品が
含まれる。好ましくは、表面は布または皮膚である。
【００４１】
　特に好ましい消費者製品としては、粉末および液体の洗浄剤、織物柔軟剤、ボディウォ
ッシュ、デオドラントおよび制汗剤があり、もっとも好ましいのは、ロールオン式デオド
ラントおよび制汗剤、ヘアシャンプー、ヘアコンディショナーおよびボディーローション
である。もっとも好ましいものは、粉末および液体の洗浄剤、ボディーローションおよび
ヘアケア製品（シャンプーなど）である。
【００４２】
　本発明の方法で得られるカプセルスラリー自体を、消費者製品に芳香を付与するために
使用できる。その場合、反応混合物は、上記の実施形態のいずれかで明示された消費者製
品に直接添加される。あるいはまた、本発明の方法で得られるマイクロカプセルは、消費
者製品に含める前に、反応混合物から分離することができる。同じように、本発明のマイ
クロカプセルを含む反応混合物は、乾燥粉末製品（洗浄粉末または粉末洗浄剤など）と混
ぜるかまたはそれに吹き付けることができる。あるいはマイクロカプセルは、乾燥させて
から、固体形態でこうした製品に加えることもできる。マイクロカプセルは、例えば、噴
霧乾燥させることができる。
【００４３】
　好ましくは、消費者製品は、０．０１～１０％、より好ましくは０．０５～２％の本発
明のマイクロカプセルを含み、こうした百分率は消費者製品の全質量に対する質量で定義
される。当然ながら、上記の濃度は、それぞれの製品における所望の芳香効果に応じて変
えることができる。
【００４４】
　本発明のマイクロカプセルを混ぜることのできる消費者製品の基剤の配合組成は、そう
した製品に関するたくさんの文献中に見いだすことができる。こうした配合組成は、本明
細書の詳細な説明を保証するものではなく、それはいかなる場合であってもすべてを網羅
するようなものではないであろう。そのような消費者製品を配合する当業者は、当然なが
ら一般知識および入手可能な文献に基づいて好適な成分を選択することができる。特に、
そのような配合組成の例は、そうした製品に関する特許および特許出願、例えば、国際公
開第２００８／０１６６８４号パンフレット（ｐ．１０～１４）、米国特許公開第２００
７／０２０２０６３号明細書（段落［００４４］～［００９９］）、国際公開第２００７
／０６２８３３号パンフレット（ｐ．２６～４４）、国際公開第２００７／０６２７３３
号パンフレット（ｐ．２２～４０）、国際公開第２００５／０５４４２２号パンフレット
（ｐ．４～９）、欧州特許第１７４１７７５号明細書、英国特許第２４３２８４３号明細
書、英国特許第２４３２８５０号明細書、英国特許第２４３２８５１号明細書または英国
特許第２４３２８５２号明細書中に見いだすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１は３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールおよび本発明で使用できる
ポリイソシアネートの幾つかの例の化学構造を示す。
【００４６】
　実施例
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　以下の実施例は、本発明の実施形態をさらに説明するものであり、また先行技術の教唆
に対する本発明のカプセルの利点をさらに示すものである。
【００４７】
　実施例１
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　以下の成分を有する本発明によるポリ尿素マイクロカプセル（カプセルＡ）を製造した
。
【００４８】
　第１表：カプセルＡの組成
【表１】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット（供給元：Ｂａｙｅｒ）
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物（供給元：Ｍｉｔｓｕ
ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
３）第１ａ表の芳香組成物
　　第１ａ表：香料の組成
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【表２】

　ａ）供給元：Ｄｒａｇｏｃｏ（ドイツ、ホルツミンデン）
　ｂ）供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ（スイス、ジュネーヴ）
　ｃ）ジヒドロジャスモン酸メチル（供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ（スイス、ジュ
ネーヴ））
　ｄ）供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ
ｓ（米国）
　ｅ）１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－１，２，３，３－ペンタメチル－４ｈ－
インデン－４－オン（供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒ
ａｇｒａｎｃｅｓ（米国））
　ｆ）３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－２－メチルプロパナール（供給元：Ｇｉ
ｖａｕｄａｎ　ＳＡ（スイス、ヴェルニエ））
　ｇ）１－（５，５－ジメチル－１－シクロヘキセン－１－イル）－４－ペンテン－１－
オン（供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ（スイス、ジュネーヴ））
　ｈ）１－（オクタヒドロ－２，３，８，８－テトラメチル－２－ナフタレニル）－１－
エタノン（供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆｒａｇｒａｎ
ｃｅｓ（米国））
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　ｉ）ドデカヒドロ－３ａ，６，６，９ａ－テトラメチル－ナフト［２，１－ｂ］フラン
（供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ（スイス、ジュネーヴ））
　ｊ）３－メチル－４－（２，６，６－トリメチル－２シクロヘキセン－１－イル）－３
－ブテン－２－オン（供給元：Ｇｉｖａｕｄａｎ　ＳＡ（スイス、ヴェルニエ））
　ｋ）ペンタデセノリド（供給元：Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＳＡ（スイス、ジュネーヴ））
　ｌ）１－メチル－４－（４－メチル－３－ペンテニル）シクロヘキサ－３－エン－１－
カルボキシアルデヒド（供給元：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｌａｖｏｒｓ　＆　Ｆ
ｒａｇｒａｎｃｅｓ（米国））
４）Ｍｏｗｉｏｌ（登録商標）１８－８８（供給元：Ｆｌｕｋａ）
５）塩化テトラエチルアンモニウム（５０％水溶液）（供給元：Ｆｌｕｋａ）
６）供給元：Ａｌｆａ　Ａｅｓａｒ
【００４９】
　Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）Ｎ１００およびＴａｋｅｎａｔｅ（登録商標）Ｄ－１１
０Ｎを香料に溶かした。この油相を、掻き取り式撹拌機とＩｋａローター／ステーター装
置（６５００～２４０００ｒｐｍ）とを装備した１リットルの二重ジャケット付ガラス反
応器内に入れた。油相を、５０ｒｐｍで掻き取り式撹拌機によって５分間撹拌した。
【００５０】
　ポリビニルアルコールを５４３．５ｇの脱イオン水に溶かして、安定剤水溶液（安定剤
溶液の全質量に対して１質量％）を製造した。この溶液を室温で反応器に入れ、掻き取り
式撹拌機を停止した。
【００５１】
　次いで、１３５００ｒｐｍで１０分間、Ｉｋａローター／ステーター装置によって香料
相を水性相中に分散させることにより、エマルションになる前のものを製造した。
【００５２】
　エマルションを製造後、この工程の最後まで２００ｒｐｍで掻き取り式撹拌機によって
撹拌を続行した。
【００５３】
　塩化テトラエチルアンモニウム溶液をエマルションに加えた。その後、１９ｇの脱イオ
ン水中に３，５－ジアミノ－１，２，４－トリアゾールを含む溶液を、１時間かけて反応
器に加えた。反応混合物の温度は、室温に２時間維持した。カプセル懸濁液中の香料の含
有量は、懸濁液の全質量に対しておよそ４０％であった。
【００５４】
　実施例２
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルの製造
　実施例１で説明した方法を用いてカプセルＢ～Ｄを製造した。Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録
商標）Ｎ１００およびＴａｋｅｎａｔｅ（登録商標）Ｄ－１１０Ｎのそれぞれの量は、以
下の表に要約されているようにカプセルそれぞれについて変えた。
【００５５】
　第２表：カプセルＢ～Ｄ中のポリイソシアネートの量
【表３】

１）ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット（供給元：Ｂａｙｅｒ）
２）キシリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパン付加物（供給元：Ｍｉｔｓｕ
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ｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）
【００５６】
　実施例３（比較例）
　炭酸グアニジンをポリアミンとして含むポリ尿素マイクロカプセルの製造
　９ｇの炭酸グアニジン（供給元：Ａｒｃｏｓ　Ｏｒｇａｎｉｃｓ）を３，５－ジアミノ
－１，２，４－トリアゾールの代わりに使用したこと以外は、実施例１および２で述べた
ようにして、比較カプセル（対照Ａ～Ｃ）を製造した。対照Ａ、ＢおよびＣにおけるポリ
イソシアネートの種類および量は、カプセルＡ、ＢおよびＣとそれぞれ同じであった。
【００５７】
　実施例４
　本発明のカプセルの平均直径
　カプセルＡ～Ｄの粒度分布は、光学顕微鏡法および光散乱（Ｍａｓｔｅｒｓｉｚｅｒ　
Ｓ（Ｍａｌｖｅｒｎ））で制御し、平均直径をカプセルの各タイプについて計算した（算
術平均）。結果を以下の表に要約する。
【００５８】
　第３表：カプセルＡ～Ｄの平均直径
【表４】

【００５９】
　実施例５
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含む織物柔軟剤の製造
　表４に挙げられている各成分を、示されている量だけ混合して、濃縮無香料織物柔軟剤
の基剤を製造した。百分率は、無香料織物柔軟剤の基剤の全質量に対する質量で定義され
る。
【００６０】
　第４表：濃縮無香料織物柔軟剤の基剤の配合組成
【表５】

１）供給元：Ｓｔｅｐａｎ
２）供給元：Ａｖｅｃｉａ
【００６１】
　優しく振盪しながら、カプセルＡ～Ｄを、柔軟剤の全質量に対して１．２６質量％だけ
表４の無香料柔軟剤の基剤に加えることにより、柔軟剤Ａ～Ｄを製造した。
【００６２】
　実施例６
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　織物柔軟剤の基剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　柔軟剤Ａ、ＣおよびＤにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。カプセルを含む柔軟
剤を、３８℃で１か月間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量を溶媒抽出およびＧＣ－Ｍ
Ｓ分析で測定した。結果を以下の表に要約する。
【００６３】
　第５表：柔軟剤Ａ、ＣおよびＤにおけるカプセルの貯蔵安定性
【表６】

【００６４】
　したがって、本発明のカプセルは織物柔軟剤の基剤中で安定している。
【００６５】
　実施例７
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮液体洗浄剤の製造
　カプセルＡ～Ｄを、洗浄剤の全質量に対して０．２７５質量％だけ、市販の無香料濃縮
液体洗浄剤の基剤（香料および色素を含まないＴｉｄｅ（登録商標）２Ｘ　ＨＥ（Ｐｒｏ
ｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅ（米国）の商標）と混合して、液体洗浄剤Ａ～Ｄを製造
した。
【００６６】
　実施例８（比較例）
　実施例３のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮液体洗浄剤の製造
　対照Ａ～Ｃを、洗浄剤の全質量に対して０．２７５質量％だけ、市販の無香料濃縮液体
洗浄剤の基剤（香料および色素を含まないＴｉｄｅ（登録商標）２Ｘ　ＨＥ（Ｐｒｏｃｔ
ｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅ（米国）の商標）と混合して、対照液体洗浄剤Ａ～Ｃを製造
した。
【００６７】
　実施例９
　濃縮液体洗浄剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの芳香性能
　その後、カプセルＡの芳香性能および対照Ａの芳香性能を、実施例７および８の対応す
る濃縮液体洗浄剤で評価した。
【００６８】
　織物（２．５ｋｇの綿テリータオル）を、４０℃で標準的なヨーロッパの水平軸装置で
洗った。洗い始める際に、８０ｇの新たに製造された洗浄剤を、洗浄剤引出しを介して投
入した。洗った後、織物をつり干しし、１日乾燥させた後に、綿タオルの香気強さを、２
０人の訓練を受けた官能試験員からなるパネルが評価した。官能試験員には、手で織物を
優しくこすった後に１～７のスケール（１は無臭、７は非常に強い臭い）でタオルの香気
強さを評価するよう依頼した。結果を第６表に示す。
【００６９】
　第６表：濃縮液体洗浄剤中のカプセルＡおよび対照Ａの芳香性能
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【表７】

【００７０】
　こすった後、香り強度は、対照カプセルを含む液体洗浄剤で洗った織物よりも、本発明
のカプセルを含む液体洗浄剤で洗った織物のほうがより強かったことは、これらの結果か
ら明らかである。
【００７１】
　したがって、香料は、カプセルを炭酸グアニジンで作った場合よりも、３，５－ジアミ
ノ－１，２，４－トリアゾールで作った場合のほうがより強く知覚される。
【００７２】
　実施例１０
　濃縮液体洗浄剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　液体洗浄剤Ａ、ＣおよびＤにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。カプセルを含む
洗浄剤を、３８℃で４週間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量を溶媒抽出およびＧＣ－
ＭＳ分析で測定した。結果を以下の表に要約する。
【００７３】
　第７表：液体洗浄剤Ａ、ＣおよびＤにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性
【表８】

【００７４】
　本発明のカプセルが濃縮液体洗浄剤の基剤中で安定していることは、これらの結果から
明白である。
【００７５】
　実施例１１
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮粉末洗浄剤の製造
　カプセルＡ～Ｄを、洗浄剤の全質量に対して０．２７５質量％だけ、市販の無香料濃縮
粉末洗浄剤の基剤（Ｕｌｔｒａ　Ｔｉｄｅ（登録商標）Ｆｒｅｅ　ａｎｄ　Ｇｅｎｔｌｅ
（Ｐｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅ（米国）の商標）と混合して、粉末洗浄剤Ａ～
Ｄを製造した。
【００７６】
　実施例１２（比較例）
　実施例３のポリ尿素マイクロカプセルを含む濃縮粉末洗浄剤の製造
　対照Ａ～Ｃを、洗浄剤の全質量に対して０．２７５質量％だけ、市販の無香料濃縮粉末
洗浄剤の基剤（Ｕｌｔｒａ　Ｔｉｄｅ（登録商標）Ｆｒｅｅ　ａｎｄ　Ｇｅｎｔｌｅ（Ｐ
ｒｏｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅ（米国）の商標）と混合して、対照粉末洗浄剤Ａ～
Ｃを製造した。
【００７７】
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　実施例１３
　濃縮粉末洗浄剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの芳香性能
　次いで、カプセルＡおよびＢの芳香性能ならびに対照ＡおよびＢの芳香性能を、実施例
１１および１２の対応する濃縮粉末洗浄剤で評価した。
【００７８】
　織物（２．５ｋｇの綿テリータオル）を、４０℃で標準的なヨーロッパの水平軸装置で
洗った。洗い始める際に、５０ｇの新たに製造された洗浄剤を、洗浄剤引出しを介して投
入した。洗った後、織物をつり干しし、１日乾燥させた後に、綿タオルの香気強さを２０
人の訓練を受けた官能試験員からなるパネルが評価した。官能試験員には、手で織物を優
しくこすった後に１～７のスケール（１は無臭、７は非常に強い臭い）でタオルの香気強
さを評価するよう依頼した。結果を第８表に示す。
【００７９】
　第８表：濃縮粉末洗浄剤におけるカプセルＡおよびＢならびに対照ＡおよびＢの芳香性
能

【表９】

【００８０】
　こすった後、香り強度は、対照カプセルを含む粉末洗浄剤で洗った織物よりも、本発明
のカプセルを含む粉末洗浄剤で洗った織物のほうがより強かったことは、これらの結果か
ら明らかである。
【００８１】
　したがって、香料は、カプセルを炭酸グアニジンで作った場合よりも、３，５－ジアミ
ノ－１，２，４－トリアゾールで作った場合のほうがより強く知覚される。
【００８２】
　実施例１４
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディウォッシュの製造
　第９表に示す各成分を、示されている量だけ混ぜ合わせることにより、ボディウォッシ
ュ配合物を製造した。百分率は、ボディウォッシュ配合物の全質量に対する質量で定義さ
れる。
【００８３】
　第９表：ボディウォッシュ配合物の組成
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【表１０】

１）ポリアクリレート－１クロスポリマー（供給元：Ｎｏｖｅｏｎ）
２）（Ｃ12～Ｃ15）パレス硫酸ナトリウム（供給元：Ｚｓｃｈｉｍｍｅｒ　＆　Ｓｃｈｗ
ａｒｚ）
３）コカミドプロピルベタイン（供給元：Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ　ＡＧ）
４）ＤＭＤＭヒダントインおよびヨードプロピニルブチルカルバメート（供給元：Ｌｏｎ
ｚａ）
【００８４】
　カプセルＡ～Ｄを、ボディウォッシュの全質量に対して０．５質量％だけ、上で製造し
たボディウォッシュ配合物に混ぜることにより、ボディウォッシュＡ～Ｄを製造した。
【００８５】
　実施例１５
　ボディウォッシュの基剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　ボディウォッシュＡ～Ｄにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。ボディウォッシュ
を、４５℃で４週間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量をＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分
析で測定した。結果を以下の表に要約する。
【００８６】
　第１０表：ボディウォッシュＡ～Ｄにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性

【表１１】

【００８７】
　本発明のカプセルがボディウォッシュの基剤中で安定していることは、これらの結果か
ら明白である。
【００８８】
　実施例１６
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むロールオン式制汗デオドラント製品の製造
　表１１に示す各成分を、示されている量だけ混ぜ合わせることにより、ロールオン式制
汗デオドラントエマルション配合物を製造した。百分率は、ロールオン式制汗デオドラン
トエマルション配合物の全質量に対する質量で定義される。
【００８９】
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　第１１表：ロールオン式制汗デオドラント配合物の組成
【表１２】

１）供給元：Ｃｒｏｄａ
２）供給元：Ｃｒｏｄａ
３）供給元：Ｃｒｏｄａ
４）供給元：Ｃｌａｒｉａｎｔ
【００９０】
　カプセルＡ～Ｄを、ロールオン式制汗デオドラントの全質量に対して１．２６質量％だ
け、上で製造したロールオン式制汗デオドラントエマルション配合物に混ぜることにより
、デオドラントＡ～Ｄを製造した。
【００９１】
　実施例１７
　ロールオン式制汗デオドラントにおける本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　デオドラントＡ～Ｄにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。デオドラントを、４５
℃で４週間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量をＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析で測定
した。結果を以下の表に要約する。
【００９２】
　第１２表：デオドラントＡ～Ｄにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性
【表１３】

【００９３】
　本発明のカプセルがロールオン式制汗剤デオドラントの基剤中で安定していることは、
これらの結果から明白である。
【００９４】
　実施例１８
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むヘアシャンプーの製造
　第１３表に示す各成分を、示されている量だけ混ぜ合わせることにより、ヘアシャンプ
ー配合物を製造した。百分率は、ヘアシャンプー配合物の全質量に対する質量で定義され
る。
【００９５】
　第１３表：ヘアシャンプー配合物の組成
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【表１４】

１）供給元：Ｒｈｏｄｉａ
２）供給元：Ｃｏｇｎｉｓ
３）供給元：Ｃｏｇｎｉｓ
４）供給元：Ｃｏｇｎｉｓ
５）供給元：Ｄｅｇｕｓｓａ
６）供給元：Ｌｏｎｚａ
【００９６】
　カプセルＡ～Ｄを、シャンプーの全質量に対して０．５質量％だけ、上記で製造したヘ
アシャンプー配合物に混ぜることにより、シャンプーＡ～Ｄを製造した。
【００９７】
　実施例１９（比較例）
　実施例３のポリ尿素マイクロカプセルを含むヘアシャンプーの製造
　対照Ａ～Ｃを、ヘアシャンプーの全質量に対して０．５質量％だけ、実施例１８で製造
したヘアシャンプー配合物に加えることにより、対照シャンプーＡ～Ｃを製造した。
【００９８】
　実施例２０
　ヘアシャンプーにおける本発明のポリ尿素マイクロカプセルの芳香性能
　次いで、カプセルＡ～Ｃの芳香性能ならびに対照Ａ～Ｃの芳香性能を、実施例１８およ
び１９の対応するヘアシャンプーで評価した。
【００９９】
　１０ｇの毛髪見本をまず２．５ｇのシャンプーで洗い、３７℃の水道水で３０秒間すす
いでから、同様に二度目の洗い／すすぎを繰り返した。次いで、毛髪見本を室温で６時間
放置乾燥させてから評価した。
【０１００】
　シャンプーで洗った毛髪見本の香料の知覚の強度を、１０人の訓練を受けた官能試験員
からなるパネルが評価した。官能試験員には、毛髪見本を３回優しく櫛ですいてから、１
～７の範囲のスケール（１が無臭、７が非常に強い臭い）で香料知覚の強度を評価するよ
う依頼した。
【０１０１】
　第１４表：ヘアシャンプーにおけるカプセルＡ～Ｃおよび対照Ａ～Ｃの芳香性能
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【表１５】

【０１０２】
　こすった後に、香り強度が、対照カプセルを含むシャンプーで洗った毛髪よりも、本発
明のカプセルを含むシャンプーで洗った毛髪のほうがより強かったことは、これらの結果
から明らかである。
【０１０３】
　香料は、カプセルを炭酸グアニジンで作った場合よりも、３，５－ジアミノ－１，２，
４－トリアゾールで作った場合のほうがより強く知覚される。
【０１０４】
　実施例２１
　ヘアシャンプーにおける本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　シャンプーＡ～Ｄにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。ヘアシャンプーを、４０
℃で２週間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量をＳＰＭＥおよびＧＣ－ＭＳ分析で測定
した。結果を以下の表に要約する。
【０１０５】
　第１５表：シャンプーＡ～Ｄにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性
【表１６】

【０１０６】
　本発明のカプセルがヘアシャンプーの基剤中で安定していることは、これらの結果から
明白である。
【０１０７】
　実施例２２
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むリンスオフヘアコンディショナーの製造
　カプセルＡ～Ｄを、リンスオフヘアコンディショナーの全質量に対して０．５質量％だ
け、市販のＰａｎｔｅｎｅ（登録商標）リンスオフヘアコンディショナー配合物（Ｐｒｏ
ｃｔｅｒ　ａｎｄ　Ｇａｍｂｌｅ（米国）の商標）に混ぜて、リンスオフヘアコンディシ
ョナー（以下、リンスオフ）Ａ～Ｄを製造した。
【０１０８】
　実施例２３
　リンスオフヘアコンディショナーの基剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの
安定性
　リンスオフＡ、ＣおよびＤにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。カプセルを含む
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リンスオフを、４０℃で２週間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量を溶媒抽出およびＧ
Ｃ－ＭＳ分析で測定した。結果を以下の表に要約する。
【０１０９】
　第１６表：リンスオフＡ、ＣおよびＤにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性
【表１７】

【０１１０】
　本発明のカプセルがリンスオフコンデショナーの基剤中で安定していることは、これら
の結果から明白である。
【０１１１】
　実施例２４
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むリーブオンヘアコンディショナーの製造
　第１７表に示す各成分を、示されている量だけ混ぜ合わせることにより、リーブオンヘ
アコンディショナー配合物を製造した。百分率は、リーブオンヘアコンディショナー配合
物の全質量に対する質量で定義される。
【０１１２】
　第１７表：リーブオンヘアコンディショナー配合物の組成

【表１８】

１）供給元：Ｒｈｏｄｉａ
２）供給元：Ｃｉｂａ
３）供給元：Ｒｏｈｍ＆Ｈａａｓ
４）供給元：Ｗａｃｋｅｒ
５）供給元：Ｃｌａｒｉａｎｔ
【０１１３】
　カプセルＡ～Ｄを、リーブオンヘアコンディショナーの全質量に対して０．２６質量％
だけ、上記で製造したリーブオンヘアコンディショナー配合物に混ぜて、リーブオンヘア
コンディショナー（以下、リーブオン）Ａ～Ｄを製造した。
【０１１４】
　実施例２５（比較例）
　実施例３のポリ尿素マイクロカプセルを含むリーブオンヘアコンディショナーの製造
　対照Ａ～Ｃを、リーブオンヘアコンディショナーの全質量に対して０．２６質量％だけ
、実施例２４で製造したリーブオンヘアコンディショナー配合物に混ぜて、対照リーブオ
ンヘアコンディショナー（以下、リーブオン）Ａ～Ｃを製造した。
【０１１５】
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　実施例２６
　リーブオンヘアコンディショナーの基剤における本発明のポリ尿素マイクロカプセルの
安定性
　リーブオンＡ～Ｄおよび対照リーブオンＡ～Ｃにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価し
た。カプセルを含むリーブオンコンディショナーを、４５℃で２週間貯蔵し、カプセルか
ら漏れた香料の量を溶媒抽出およびＧＣ－ＭＳ分析で測定した。結果を以下の表に要約す
る。
【０１１６】
　第１８表：リーブオンＡ～Ｄにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性
【表１９】

【０１１７】
　本発明のカプセルは、濃縮リーブオンヘアコンディショナーの基剤において、グアニジ
ンで作られた対応する対照よりも安定していることが、これらの結果から明白である。
【０１１８】
　実施例２７
　本発明のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディーローションの製造
　カプセルＡ～Ｄを、ボディーローションの全質量に対して１．２５質量％だけ、市販の
ボディーローション配合物（Ｂａｔｈ　＆　Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋ（米国））に分散させて
、ボディーローションＡ～Ｄを製造した。
【０１１９】
　実施例２８（比較例）
　実施例３のポリ尿素マイクロカプセルを含むボディーローションの製造
　カプセルＡ～Ｃを、ボディーローションの全質量に対して１．２５質量％だけ、市販の
ボディーローション配合物（供給元：Ｂａｔｈ　＆　Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋ（米国））に分
散させて、対照ボディーローションＡ～Ｃを製造した。
【０１２０】
　実施例２９
　ボディーローションにおける本発明のポリ尿素マイクロカプセルの芳香性能
　次いで、カプセルＡ～Ｃの芳香性能および対照Ａ～Ｃの芳香性能を、実施例２７および
２８の対応するボディーローションで評価した。
【０１２１】
　各ボディーローション０．１５ｇを、吸い取り紙（４．５ｃｍ＊１２ｃｍ）に塗り、室
温で１時間放置乾燥させてから評価した。
【０１２２】
　上記のボディーローションで処理した吸い取り紙上の香料の知覚の強度を、１０人の訓
練を受けた官能試験員からなるパネルが評価した。官能試験員には、吸い取り紙を１本の
指で優しくこすってから０～１０の範囲のスケール（０が無臭、１０が非常に強い臭い）
で香料知覚の強度を評価するよう依頼した。結果を以下の表に要約する。
【０１２３】
　第１９表：ボディーローションにおけるカプセルＡ～Ｃおよび対照Ａ～Ｃの芳香性能
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【表２０】

【０１２４】
　こすった後に、香り強度が、対照カプセルを含むボディーローションで処理した吸い取
り紙の場合よりも、本発明のカプセルを含むボディーローションで処理した吸い取り紙の
場合のほうがより強かったことは、これらの結果から明らかである。
【０１２５】
　したがって、香料は、カプセルを炭酸グアニジンで作った場合よりも、３，５－ジアミ
ノ－１，２，４－トリアゾールで作った場合のほうがより強く知覚される。
【０１２６】
　実施例３０
　ボディーローションにおける本発明のポリ尿素マイクロカプセルの安定性
　ボディーローションＡ、ＣおよびＤにおけるカプセルの貯蔵安定性を評価した。ボディ
ーローションを、２５℃で２日間貯蔵し、カプセルから漏れた香料の量をＳＰＭＥおよび
ＧＣ－ＭＳ分析で測定した。結果を以下の表に要約する。
【０１２７】
　第２０表：ボディーローションＡ、ＣおよびＤにおける本発明のカプセルの貯蔵安定性
【表２１】

【０１２８】
　本発明のカプセルがボディーローションの基剤中で安定していることは、これらの結果
から明白である。
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